
篠栗町議会第1回定例会

平成３１年3月

会　議　録

福岡県篠栗町議会



会　期 月 日 曜 区 分 開議時刻

第２日 3 5 火 考 案 日

第３日 3 6 水 本 会 議 午前１０時

第４日 3 7 木 条 例 委 員 会 午前１０時

第５日 3 8 金 休 会

第６日 3 9 土 休 会 閉 庁

第７日 3 10 日 休 会 閉 庁

第８日 3 11 月 予 算 特 別 委 員 会 午前１０時

第９日 3 12 火 予 算 特 別 委 員 会 午前１０時

第10日 3 13 水 休 会

第11日 3 14 木 予 算 特 別 委 員 会 午前１０時

第12日 3 15 金 予 備 日

第13日 3 16 土 休 会 閉 庁

第14日 3 17 日 休 会 閉 庁

第15日

　・議案の委員会付託

閉 会

開 会

本 会 議
　・採決

　・各付託案件委員長報告

　・議案等整理　　　（小学校卒業式）

　　　　　　　　　幼稚園卒園式

3 18 月 午前１０時

　・付託案件審査

　・所管事務の閉会中の継続調査の件

（会期：３月４日(月)～１８日(月）１５日間）

　・議案の上程（提案理由説明）及び質疑

摘 要

　・会議録署名議員の指名

　・会期の決定　

　・付託案件審査

　・一般質問

　・付託案件審査

　・付託案件審査

　　　　　　　　　中学校卒業式

　・採決

第１日 3 4 月 本 会 議 午前１０時

会期日程



第１,

第２,

第３,

第４,

第５,

第６, 議案第９号　篠栗町教育委員会教育長の任命について

議案第８号　篠栗町教育委員会委員の任命について

平成３１年第１回　篠栗町議会定例会　議事日程　第１号

平成３１年３月４日（月） 　午前１０時開議

会議録署名議員の指名　　　　　　　　１０番　，　１２番

会期の決定の件

議案の委員会付託について

議案の上程（提案理由説明）及び質疑



議案
番号

付託委員会

10
総務建設
常任委員会

11
文教厚生
常任委員会

12
総務建設
常任委員会

13
文教厚生
常任委員会

14
総務建設
常任委員会

15
総務建設
常任委員会

16
総務建設
常任委員会

17
総務建設
常任委員会

18
総務建設
常任委員会

19
文教厚生
常任委員会

20
総務建設
常任委員会

21
予算

特別委員会

22
予算

特別委員会

23
予算

特別委員会
平成３０年度篠栗町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）に
ついて

平成３０年度篠栗町国民健康保険特別会計補正予算（第６号）につ
いて

篠栗町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について

財産の処分について

基本協定の一部変更について

工事請負契約の締結について
［篠栗駅東側自由通路線周辺整備（その２）工事］

篠栗町水道法施行条例の一部を改正する条例の制定について

件 名

平成３０年度篠栗町一般会計補正予算（第８号）について

財産の処分について

北筑昇華苑組合立北筑昇華苑使用料金の一部負担に関する条例の
一部を改正する条例の制定について

篠栗町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について

財産の処分について

字の区域の変更及び町（丁目）の区域の設定について

福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増
減及び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更について

議案付託表



議案
番号

付託委員会件 名

24
予算

特別委員会

25
予算

特別委員会

26
予算

特別委員会

27
予算

特別委員会

28
予算

特別委員会

29
予算

特別委員会

30
予算

特別委員会

31
予算

特別委員会

平成３０年度篠栗町篠栗北地区産業団地整備事業特別会計補正予
算（第２号）について

平成３１年度篠栗町水道事業会計予算について

平成３１年度篠栗町後期高齢者医療特別会計予算について

平成３０年度篠栗町水道事業会計補正予算（第４号）について

平成３１年度篠栗町一般会計予算について

平成３１年度篠栗町流域関連公共下水道事業会計予算について

平成３１年度篠栗町篠栗北地区産業団地整備事業特別会計予算に
ついて

平成３１年度篠栗町国民健康保険特別会計予算について



議　員

議　員

平成３１年第１回　篠栗町議会定例会　議事日程　第２号

７番　　　横山　久義

２番　　　田辺　弘之２．

議席番号

平成３１年３月６日（水）　午前１０時開議

質　問　者

第１,　　一般質問

質問順位

１．



第１,

第２,

第３,

第４,

第５,

平成３１年第１回　篠栗町議会定例会　議事日程　第３号

平成３１年３月７日（木） 　追加議案開議

議案第３４号　工事請負契約の締結について
［北勢門小学校、篠栗北中学校空調設備設置工事］

議案の上程（提案理由説明）及び質疑

議案の委員会付託について

議案第３２号　工事請負契約の締結について
［篠栗小学校、篠栗中学校空調設備設置工事］

議案第３３号　工事請負契約の締結について
［勢門小学校空調設備設置工事］



議案
番号

付託委員会

32
文教厚生
常任委員会

33
文教厚生
常任委員会

34
文教厚生
常任委員会

35
予算

特別委員会

件 名

工事請負契約の締結について
［篠栗小学校、篠栗中学校空調設備設置工事］

工事請負契約の締結について
［勢門小学校空調設備設置工事］

工事請負契約の締結について
［北勢門小学校、篠栗北中学校空調設備設置工事］

平成３０年度篠栗町篠栗北地区産業団地整備事業特別会計補正予
算（第３号）について

議案付託表



第１, 議案第１０号

第２, 議案第１１号

第３, 議案第１２号

第４, 議案第１３号

第５, 議案第１４号

第６, 議案第１５号

第７, 議案第１６号

第８, 議案第１７号

第９, 議案第１８号

第１０, 議案第１９号

第１１, 議案第２０号

第１２, 議案第２１号

第１３, 議案第２２号

第１４, 議案第２３号

第１５, 議案第２４号

第１６, 議案第２５号

第１７, 議案第２６号

平成３１年３月１８日（月）午前１０時開議

平成３１年第１回　篠栗町議会定例会　議事日程　第４号

　財産の処分について

　財産の処分について

　字の区域の変更及び町（丁目）の区域の設定について

　福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体
の数の増減及び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変
更について

　工事請負契約の締結について
［篠栗駅東側自由通路線周辺整備（その２）工事］

　財産の処分について

　篠栗町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定に
ついて

　篠栗町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定
について

　平成３０年度篠栗町篠栗北地区産業団地整備事業特別会
計補正予算（第２号）について

　平成３０年度篠栗町水道事業会計補正予算（第４号）につい
て

　平成３１年度篠栗町一般会計予算について

　北筑昇華苑組合立北筑昇華苑使用料金の一部負担に関す
る条例の一部を改正する条例の制定について

　篠栗町水道法施行条例の一部を改正する条例の制定につ
いて

　基本協定の一部変更について

　平成３０年度篠栗町一般会計補正予算（第８号）について

　平成３０年度篠栗町国民健康保険特別会計補正予算（第６
号）について

　平成３０年度篠栗町後期高齢者医療特別会計補正予算（第
４号）について



第１８, 議案第２７号

第１９, 議案第２８号

第２０, 議案第２９号

第２１, 議案第３０号

第２２, 議案第３１号

第２３, 議案第３５号

第２４, 常任委員会の閉会中の継続調査の件

　平成３０年度篠栗町篠栗北地区産業団地整備事業特別会
計補正予算（第３号）について

　平成３１年度篠栗町国民健康保険特別会計予算について

　平成３１年度篠栗町後期高齢者医療特別会計予算について

　平成３１年度篠栗町篠栗北地区産業団地整備事業特別会
計予算について

　平成３１年度篠栗町流域関連公共下水道事業会計予算に
ついて

　平成３１年度篠栗町水道事業会計予算について



篠 栗 町 議 会 定 例 会

平成３１年第１回（３月）

３月４日（開会）



１番　　 ２番　　 ３番　　

　 ５番　　 ６番　　

７番　　 ８番　　 ９番　　

１０番　　 １２番　　

副 町 長

総 務 課 長

会 計 課 長

税 務 課 長

住 民 課 長

福 祉 課 長

都市整備課長

学校教育課長

社会教育課長

出席した議会事務局職員

次　　長

松 田 國 守

場所 篠栗町役場　　議事堂

栗 須 信 治

今 長 谷 武 和

荒 牧 泰 範

出席議員

古 屋 宏 治

横 山 久 義

平成３１年　第１回　定例会　会議録

日時 平成３１年３月４日　　　　午前１０時

村 瀨 敬 太 郎

田 辺 弘 之

大 楠 英 志

収 納 課 長 松　岡　　秀　策

教 育 長 西　　　　 邦　彰 大　塚　　哲　雄

阿 部 寛 治

松　田　　秀　幹

地方自治法第１２１条の規定により出席した者

田　村　　明　広  

井　上　　伸　一

健 康 課 長 浦　上　　利　浩 井　上　　勝　則 

財 政 課 長 立　花　　博　友 黒　瀬　　英　三

まちづくり課長 久　芳　　良　行

係　　長 伴　　　　 秀  代

局　　長 佐　伯　　和　久

三　明　　祐　治

三　浦　　     正町 長

産業観光課長

こども育成課長

欠席議員

藤　　　　幸三

栗　原　　俊　孝 堀　　　　 雅　仁

上下水道課長 八　尋　　正　記 野　寄　　　   勇

松　熊　　　　大



－ 1 －

開会 午前１０時００分 

○議長（阿部 寛治） おはようございます。 

  定例会開会前に報告いたします。 

  昨日、午前９時４３分に、阿髙紀幸様がお亡くなりになりました。 

  阿髙副議長のご冥福をお祈りするために、ここで黙祷を捧げたいと思います。 

○事務局長（佐伯 和久） 皆様ご起立ください。 

  黙祷。 

（黙祷） 

○事務局長（佐伯 和久） お直りください。 

  ご着席ください。 

○議長（阿部 寛治） 本日は、全員出席で開議は成立いたします。 

  なお、本日は、広報ささぐり担当者の写真撮影を許可しております。 

  ただいまから、平成３１年第１回篠栗町議会定例会を開会いたします。 

  本日の会議を開きます。 

  本日の日程は、タブレットに掲載の議事日程のとおりでございます。 

  なお、常任委員会の閉会中の調査結果は、タブレットにメールで送信したとおり

でございます。 

  これより日程に従い議事を進めます。 

  日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、議長において、１０番 

松田 國守 議員、１２番 荒牧 泰範 議員を指名いたします。 

  日程第２、「会期の決定の件」を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、本日から３月１８日までの１５日間にしたいと思います。 

  これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認めます。したがいまして、会期は、本日から３

月１８日までの１５日間に決定いたしました。 

  日程第３、「議案の上程」をいたします。 

  本定例会に提出されております議案は、議案第８号から議案第３１号までの計２

４議案でございます。 

  それでは、議案第８号から議案第３１号までを一括議題といたします。 



－ 2 －

  町長に一括して提案理由の説明を求めます。 

  三浦町長。 

○町長（三浦 正） 皆さん、おはようございます。 

  本日、平成３１年第１回の定例会を招集いたしましたところ、公私ともご多忙の

中、ご出席賜り誠にありがとうございました。 

  ただいまは、阿髙 紀幸 副議長のご冥福を祈り、全員で黙祷を捧げました。前回

定例会において、山田議員への哀悼の意を述べた３か月後に、５期目の任期満了前

のご訃報に接し、只々痛恨の極みでございます。昨年末にガンが見つかり懸命の治

療を続けられましたが、昨日早朝にご逝去されました。阿髙副議長ご本人におかれ

ましては、さぞやご無念のこととお察し申し上げます。改めて衷心より哀悼の意を

表します。 

  篠栗町議会議員として平成１１年に当選し、以後５期２０年の長きにわたり、町

政発展のためにご尽力されました。その間、篠栗町議会常任第２委員会副委員長や

議会副議長として議会運営にも寄与されました。 

  さらに、各特別委員会委員も歴任され、その長年にわたる精力的なご尽力により、

町政に多大な貢献をされたことは、阿髙副議長の功績として町民すべてが認めると

ころでございます。これまでの功績により、平成２９年１１月に篠栗町自治功労者

となられ、その後も町議会議員として、また篠栗町を愛する町民の１人として、あ

るいは町政の指南役としてご活躍いただきました。昨年末に病が見つかり、還らぬ

人となられましたことは、本町にとって実に大きな損失であり、道半ばであったご

心中を察するにはなんとも言葉が見つかりません。 

  しかしながら、阿髙副議長の残された功績は、永久に私たちの中に生き続けるこ

とを確信するとともに、それを継ぐべく、一層の努力をいたしてまいることをお約

束申し上げます。 

  それでは、２０１９年度の施政方針についてしばらくお時間をいただき述べたい

と思います。 

  第１９８回通常国会において、安倍内閣総理大臣は、平成最後の施政方針演説と

して『平成は、日本人の底力と、人々の絆がどれほどまでにパワーを持っているか、

そのことを示した時代でもありました。「しきしまの 大和心のをゝしさは ことあ

る時ぞ あらはれにける」明治、大正、昭和、平成。日本人は幾度となく大きな困

難に直面した。しかし、そのたびに、大きな底力を発揮し、人々が助け合い、力を

合わせることで乗り越えてきました。 



－ 3 －

  急速に進む少子高齢化、激動する国際情勢、今を生きる私たちもまた、立ち向か

わなければならない、私たちの子や孫の世代に、輝かしい日本を引き渡すため、共

に力を合わせなければなりません。 

  平成の、その先の時代に向かって、日本の明日を、皆さん、共に、切り開いてい

こうでありませんか。』と国民に向けて発信いたしました。 

  平成から次の時代に変わろうとするこのとき、私たち地方自治体も大きな自主変

革の時代を迎える時と実感しています。 

  一方で、２月２８日に開催された「福岡県町村会定期大会」においては、これま

でどおり、日本の原点である市町村のあり方について、「町村は住民に最も身近な

行政主体であり、住民が生活を営む基礎的サービスから多種多様なサービスの提供

と国土・自然環境の保全、食料の安定供給や水資源の涵養等の公益的機能に加え、

我が国の伝統・文化の継承など人々の心のよりどころとしても重要な役割を担い続

けている。 

  我々町村長は、このような状況を踏まえ、相互の連携を一層強化するとともに、

自らの変革を厭うことなく不断の決意を揺るぎない信念を持って、直面する困難な

課題に積極果敢に取り組み、自らが知恵を絞り、住民と一体となって地域特性や資

源を活用した施策を展開し、持続可能な地域社会づくりに邁進するとともに、安

全・安心で活力と潤いのある町村の実現を目指すことができるよう行政基盤の強化

を図ることが必要である。」 

  として、「九州北部豪雨をはじめ、近年多発する記録的豪雨、地震等の自然災害

からの復旧・復興への十分な財政支援と過疎化を図るとともに、今後起こりうる大

規模かつ広域的な災害に対して、迅速かつ的確に対応できるよう、防災・減災対策、

町村消防の充実強化を図ること」をはじめ１５の具体的項目を挙げて決議いたしま

した。 

  特に今回は、ＪＲ日田彦山線の鉄道による早期復旧を要望する特別決議も採択い

たしました。 

  篠栗町地方創生「篠栗町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の第１次計画期間が

２０１９年度で終了し、２０２０年度からは次の総合戦略をスタートさせることと

なります。今年１月２６日に供用開始した「篠栗駅東側自由通路：ささブリッジ」

は、多くの町民の皆さんの喜びの声をいただいております。今年中の自由通路南北

の周辺整備が完了すれば便利な篠栗町のシンボルとして、機能を発揮することが期

待されます。 
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  「篠栗北地区産業団地整備」は２０２０年４月末の造成完了を目指して急ピッチ

で事業を進めております。税収増加や雇用機会の増大と働き手世代の流入等による

自主財源比率の向上が図られ、必ずや２０６０年の篠栗町人口ビジョンの目標２万

９,０００人に向かって大きな力となると考えております。 

  平成３０年度からスタートした第６次総合計画「ささぐりみんなの羅針盤」と併

せ、時代に合った自治体の姿にするための「第２次篠栗町新行政改革」を早期に議

会にご提示し、所定の手続を経て実行に移してまいりたいと考えております。 

  今年度は、篠栗町新時代に向けたこうした様々な取り組みを全力で推進すること

としておりますが、次の時代に向けた長期ビジョンにつきましては、町議会議員選

挙後の新たな議会において詳細にご説明申し上げたいと考えております。 

  では、２０１９年度事業について、課ごとで取り組もうとしているそのポイント

を説明いたします。 

  まず、議会におかれましては、議会の活性化に向けた様々な取り組みに対し心か

ら敬意を表します。タブレット端末による議会のペーパーレス化は、最近多くの自

治体で追従する動きが進んでおります。 

今後は、広報広聴の範囲に留まらず議会全体の活動として、一部の自治体議会が

実践しております定例議会後の報告会や、夜間・週末の議会開催など、広く町民の

皆様との対話の場を設けていただき、地域を代表する先進的な議会となられるよう、

事務方からも積極的に提案申し上げたいと思います。 

  総務費では、総務課、財政課、まちづくり課、会計課、税務課、収納課、住民課

が関わっております。 

  総務課では、近年多発する大規模災害に対応するために、情報網構築は必須であ

るため、各消防車両に車載型無線機２３基、携帯用トランシーバー型無線機２０基、

親局１基を緊急防災・事業債を活用して再整備いたします。 

  また、２０２０年４月から施行の地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する

法律、いわゆる非常勤職員の任用等に関する制度の明確化を目指した「会計年度任

用職員」に関する整備につきましては、篠栗町では、先駆的に行政事務包括業務委

託契約により遂行していることから、法律施行までに、しっかりと整備することと

しております。 

  財政課では、様々な地図データを提供することで、行政情報を見える化し、住民

サービスの向上を実現する、公開用ＧＩＳ「ささぐりマップ」の運用を開始いたし

ます。 
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  まちづくり課においては、現在進めております大きな２事業「篠栗駅東側自由通

路建設」「篠栗北地区産業団地整備事業」の継続のほかに、ふるさと寄附金返礼品

のさらなる充実に努め、ふるさと納税の増額を目指します。また、第２次「篠栗町

まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定を２０１９年度中に行います。 

  会計課におきましては、出納事務のＯＡ化を推進し、事務処理の短縮と確実性の

向上を図り、事務ミスを起こさない体制づくりを強化いたします。 

  税務課・収納課におきましては、これまでどおり税の適正かつ公正な課税を目指

すとともに、引き続き徴収率向上への取り組みを推進してまいります。 

  住民課でございます。 

  本定例会に議案として上程しております「字の区域の変更及び町の区域の設定に

ついて」が可決されれば、本年１１月２日に最初の住居表示が実施されることにな

ります。この変更の手続き等の進捗状況を踏まえ、次年度以降、継続的な実施地域

の拡大に取り組んでまいります。 

  民生費・衛生費では、福祉課、健康課、都市整備課環境係が所管しております。 

  福祉課におきましては、篠栗町シルバー人材センター運営補助金の増額と天空会

館空調設備リフレッシュ工事を実施いたします。 

  また、増加する高齢者のための介護予防事業につきましては、より効果の期待で

きる事業を取り入れ、継続的に見直しを図ってまいります。 

  次に、健康課について申し上げます。 

  母子保健事業・成人保健事業とも、本年度も継続して事業を行うとともに健診等

をさらに充実いたします。 

  また、全国的に麻疹と風疹の感染が広まる中、これ以上の感染拡大を防止するた

めに、任意接種費用補助の対処拡大等の制度を創設いたします。 

  都市整備課環境係が所管しておりますクリーンパークにつきましては、平成３９

年度までに遅滞なく次期処理施設に移行できるよう、職員を増員して具体的な計画

作成と関係自治体・地域への説明、協議をスタートさせる計画でございます。 

  次に、農林水産業費・商工費の所管であります産業観光課の取り組みについて申

し上げます。 

  林業分野において、福岡県事業として小葉山線林道新設工事に着手いたします。

当初、平成３０年から４年間の事業でございましたが、少し工事期間が延びて、２

０１９年度から５年間の事業となる見込みでございます。 

  商工観光部門ですが、今年度も「春らんまんハイキング」等各種イベントは、商
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工会や観光協会などと連携し、新しい試みも取り入れながら引き続き開催する計画

でございます。 

  設立６年目を迎える一般社団法人篠栗町観光協会は、篠栗町の観光キーステーシ

ョンとしての役割を担ってもらう組織であります。２０１９年度から若杉楽園キャ

ンプ場の駐車場有料化運営管理を行うこととなります。 

  また、事務局運営の民間への移行等への検討を進めることとしております。 

  消費者行政については、福岡県消費者行政活性化基金事業を活用し、啓発活動、

消費者生活相談業務の機能強化を推し進めてまいりました。平成２７年４月から本

町を含む５町共同で開設いたしました「かすや中南部広域消費生活センター」を拠

点に、継続して相談者の対応に努めてまいります。 

  次に、都市整備課が所管しております土木費について述べます。 

  平成３１年度は、災害対策のための水路改修工事の継続をはじめ、側溝整備や道

路維持補修など、例年通りの取り組みを行うこととしております。 

  教育費は、学校教育課、社会教育課、こども育成課が所管しております。 

  学校教育課においては、平成３０年度からの繰越事業となりますが、幼稚園、小

学校、中学校の普通教室及び特別教室の空調設備設置を今年の夏前に完了するべく

進めてまいります。そのために、本定例会にて契約に関する追加議案の上程を予定

しておりますのでよろしくお願いいたします。 

  社会教育課では、クリエイト篠栗の空調システムを更新すべく「冷温水発生器及

び付帯設備更新工事費」として予算を計上しております。 

  こども育成課では、夏休み期間などに開設する拡大放課後児童クラブの定員を拡

大し、待機児童の低減を図るほか、小学生児童の放課後の過ごし方について、質の

向上にも着目して、子育て支援施策を推進してまいります。 

  上下水道課が所管しております水道事業において、平均１４％増の料金改定を４

月１日から実施いたします。ポンプ類及び浄水施設の老朽化対策をはじめ、排水管

や流量計の更新を引き続き進めてまいります。 

  以上、２０１９年度の各課の主な取り組みについて説明いたしました。今年度の

諸施策取り組みにあたっては、これまで同様、職員一丸となって努力してまいるこ

とを約束いたします。 

  私自身も、これまでどおり職員を鼓舞し、関係方面に自ら率先してあたり、町政

発展のために邁進する所存でございますので、議会におかれましても、引き続き篠

栗町の発展のためにご尽力賜りますよう何とぞよろしくお願いいたします。 
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  続きまして、本定例会に提案しております議案第８号から議案第３１号までの２

４議案について説明をいたします。 

  議案第８号は、「篠栗町教育委員会委員の任命について」であります。 

  本議案は、現委員であります 太郎良 順一 氏が、本年３月３１日をもって辞職

するため、新たに 田熊 裕子 氏を教育委員に任命することについて、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、議会の同意を求めるも

のであります。 

  議案第９号は、「篠栗町教育委員会教育長の任命について」であります。 

  本議案は、現教育長であります 西 邦彰 氏が、本年３月３１日をもって辞職す

るため、新たに 太郎良 順一 氏を教育長に任命することについて、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により、議会の同意を求めるもの

であります。 

  議案第１０号は、「篠栗町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定につい

て」であります。 

  本議案は、個人情報保護法等改正法及び行政機関個人情報保護法等改正法の施行

に伴い、所要の規定を整備するため、本条例の一部を改正するものであります。 

  改正の主な内容は、個人情報の定義の明確化及び要配慮個人情報の取扱いを規定

する改正を行うものであります。 

  議案第１１号は、「篠栗町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につ

いて」であります。 

  本議案は、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が、平成３１年１月２５

日に公布され、平成３１年４月１日に施行されることから、所要の規定を整備する

ため、本条例の一部を改正するものであります。 

  改正の主な内容は、国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額を３万円引き

上げ、また、国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、５割軽減の

対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額を５,

０００円、２割軽減の基準については１万円引き上げるものであります。 

  議案第１２号は、「北筑昇華苑組合立北筑昇華苑使用料金の一部負担に関する条

例の一部を改正する条例の制定について」であります。 

  本議案は、北筑昇華苑組合立北筑昇華苑条例の一部を改正する条例が、平成３１

年４月１日から施行されることに伴い、本条例の一部を改正するものであります。 

  改正の内容は、負担金額を北筑昇華苑使用料金に合わせ改正するもので、併せて
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負担金額の一般世帯と生活保護世帯の区分を廃止するものであります。 

  議案第１３号は、「篠栗町水道法施行条例の一部を改正する条例の制定につい

て」であります。 

  本議案は、学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴い所要の改正が必要なた

め、本条例の一部を改正するものであります。 

  改正の主な内容は、布設工事監督者及び水道技術管理者の資格要件について改正

を行うものであります。 

  議案第１４号は、「基本協定の一部変更について」であります。 

  本議案は、議会の議決を経た「篠栗線篠栗駅東側自由通路整備事業に伴う篠栗駅

自由通路新設工事」に関する基本協定について、受託工事経費及び負担金工事経費

が確定し、変更が生じたため、その一部を変更しようとするものであります。 

  協定金額は、当初８億１,８０５万２,０００円に対し、変更後７億１,８５１万

９,６７６円とし、協定の相手方は、九州旅客鉄道株式会社 代表取締役 青柳 俊彦 

であります。 

  議案第１５号は、「工事請負契約の締結について」であります。 

  本議案は、篠栗駅東側自由通路線周辺整備（その２）工事について、請負契約を

締結するため、篠栗町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

  契約金額は８,１６４万８,０００円とし、契約の相手方は、株式会社 廣田建設 

代表取締役 大熊 将広 であります。 

  議案第１６号は、「財産の処分について」であります。 

  本議案は、企業誘致を図るため、篠栗北地区産業団地開発事業において造成した

土地を工場等の用地として売却するものであります。 

  この度、売却の相手方と立地協定を締結し、土地の売却について仮契約を結びま

したので、篠栗町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第３条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

  所在地は、篠栗町大字津波黒字髙辻３４６番５。面積は、１万３,５８８平方メ

ートル。売却額は、６億７,２６０万６,０００円。売却方法は、随意契約とし、売

却の相手方は、株式会社 やまやコミュニケーションズ 代表取締役 山本 正秀 で

あります。 

  議案第１７号は、「財産の処分について」であります。 

  本議案は、企業誘致を図るため、篠栗北地区産業団地開発事業において造成した
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土地を工場等の用地として売却するものであります。 

  この度、売却の相手方と立地協定を締結し、土地の売却について仮契約を結びま

したので、篠栗町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第３条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

  所在地は、篠栗町大字津波黒字髙辻３４６番５外１筆のうち。面積は、８,４３

４平方メートル。売却額は、４億円。売却方法は、随意契約とし、売却の相手方は、

ケアユー株式会社 代表取締役社長 新川 勝美 であります。 

  議案第１８号も「財産の処分について」であります。 

  本議案も、企業誘致を図るため、篠栗北地区産業団地開発事業において造成した

土地を工場等の用地として売却するものであります。 

  この度、売却の相手方と立地協定を締結し、土地の売却について仮契約を結びま

したので、篠栗町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第３条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

  所在地は、篠栗町大字津波黒字髙辻３４６番５外１筆のうち。面積は、９,９８

４平方メートル。売却額は、５億１,２００万円。売却方法は、随意契約とし、売

却の相手方は、極東ファディ株式会社 代表取締役社長 秋本 修治 であります。 

  議案第１９号は、「字の区域の変更及び町（丁目）の区域の設定について」であ

ります。 

  本議案は、住居表示の実施予定区域において、字の区域の変更及び町（丁目）の

区域を設定するため、地方自治法第２６０条第１項の規定により、議会の議決を求

めるものであります。 

  議案第２０号は、「福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数

の増減及び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更について」であります。 

  本議案は、平成３１年３月３１日をもって、ふくおか県央環境施設組合、飯塚

市・桂川町衛生施設組合、浮羽老人ホーム組合及び東山老人ホーム組合が解散され

ることに伴い、福岡県市町村職員退職手当組合から脱退します。 

  また、平成３１年４月１日から、ふくおか県央環境広域施設組合が新規に設置さ

れ、同退職手当組合に加入することに伴い、同退職手当組合を組織する地方公共団

体の数を増減し、福岡県市町村職員退職手当組合規約を変更するため、地方自治法

第２９０条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

  議案第２１号から議案第２５号までの５議案は、「平成３０年度補正予算」であ

ります。 
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  議案第２１号は、「平成３０年度篠栗町一般会計補正予算（第８号）について」

であります。 

  本議案は、平成３０年度篠栗町一般会計予算から歳入歳出それぞれ３億６,４３

５万９,０００円を減額し、１０３億５,４０７万６,０００円とするものでありま

す。 

  また、主な歳入につきましては、利子割交付金を２００万円、配当割交付金を４

００万円、株式等譲渡所得割交付金を４００万円、自動車取得税交付金を１,３０

０万円、地方交付税を３億４,２４３万６,０００円増額し、国庫支出金を５,４６

６万３,０００円、繰入金を４億円、町債を２億７,６９６万円減額するものであり

ます。 

  主な歳出につきましては、総務費におきまして、企画費といたしまして、津波黒

地区法面補強工事を２億３,００３万７,０００円減額するものであります。 

  民生費におきましては、社会福祉総務費といたしまして、社会福祉協議会補助金

を５７６万６,０００円、老人福祉費といたしまして、老人ホーム入所措置委託料

を６００万円それぞれ減額し、障がい者福祉費といたしまして、自立支援サービス

給付を４,４５４万１,０００円、児童福祉総務費といたしまして、放課後児童健全

育成事業費補助金を２１５万６,０００円追加、児童福祉振興費といたしまして、

児童手当を減額１,０００万円とするものでございます。 

  衛生費におきましては、母子健康推進費といたしまして、妊婦一般健康診査費委

託料を４１９万９,０００円、それから予防費といたしまして、予防事業費委託料

を１,１６０万円、塵芥処理費といたしまして、須恵町外二ヶ町清掃施設組合負担

金５,０３３万８,０００円をそれぞれ減額するものでございます。 

  農林水産業費におきましては、農業委員会費といたしまして、農業委員会年報酬

を２８３万８,０００円追加するものであります。 

  消防費におきましては、常備消防費といたしまして、粕屋南部消防本部分担金を

３７８万９,０００円減額するものであります。 

  教育費におきましては、事務局費といたしまして、幼稚園・小中学校空調機設置

実施計画業務委託を２０６万１,０００円、勢門小学校及び篠栗中学校の臨時賃金

を４０５万６,０００円減額するものであります。 

  災害復旧費におきましては、農業用施設災害復旧費といたしまして、広田井堰災

害復旧工事などを５,３００万円、社会教育施設災害復旧費といたしまして、カブ

トの森公園災害復旧費を１,４５４万６,０００円減額するものであります。 
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  また、諸支出金におきましては、国民健康保険特別会計繰出金に５８６万円を追

加し、後期高齢者医療特別会計繰出金を２６７万６,０００円減額するものであり

ます。 

  その他歳出の補正につきましては、主に事業費の確定、入札残、経費節減等の執

行残による減額補正であり、歳入につきましては、補助金などの確定に伴う財源更

正であります。 

  次に、繰越明許費につきましては、通知カード・個人番号カード関連事務等の委

任事業３１５万１,０００円を追加するほか、広田井堰災害復旧事業のほか４件の

災害復旧事業につきまして、総額４,６７１万２,０００円を追加するものでありま

す。 

  次に、債務負担行為につきましては、福岡県議会議員一般選挙の選挙公報配布業

務委託におきまして、平成３１年度に３６万６,０００円の債務負担行為を行うも

のであります。 

  最後に、地方債につきましては、借入限度額を変更するものといたしまして、地

域活性化事業債のほか４つの事業債につきまして、限度額の総額を８億１,６３６

万円から５億４,８３０万円変更するものであります。 

  また、防災基盤整備事業債につきましては、緊急防災・減災事業債に変更するた

め、これを廃止するものであります。 

  議案第２２号は、「平成３０年度篠栗町国民健康保険特別会計補正予算（第６

号）について」であります。 

  本議案は、平成３０年度篠栗町国民健康保険特別会計予算を歳入歳出それぞれ３

１８万円減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３１億４,２３３万７,０

００円とするものであります。 

  議案第２３号は、「平成３０年度篠栗町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４

号）について」であります。 

  本議案は、平成３０年度篠栗町後期高齢者医療特別会計予算を歳入歳出それぞれ

１,１２２万６,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億１,

４５７万９,０００円とするものであります。 

  議案第２４号は、「平成３０年度篠栗町篠栗北地区産業団地整備事業特別会計補

正予算（第２号）について」であります。 

  本議案は、篠栗町篠栗北地区産業団地整備事業特別会計予算において継続費の補

正、繰越明許費の追加及び債務負担行為の補正を行うものであります。 
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  継続費につきましては、平成２８年度から平成３２年度における篠栗北地区産業

団地開発調査事業として、総額を１億２,８７２万５,０００円から１億３,４３２

万９,０００円に変更するものであります。 

  次に、繰越明許費につきましては、国交省用地確定測量業務として、１６３万６,

０００円を追加するものであります。 

  また、債務負担行為につきましては、土地分筆登記業務委託２,０９９万７,００

０円を追加し、平成２９年度から平成３２年度における篠栗北地区産業団地開発事

業として、限度額を３２億４万円から３８億６,５５２万４,０００円に変更するも

のであります。 

  議案第２５号は、「平成３０年度篠栗町水道事業会計補正予算（第４号）につい

て」であります。 

  本議案は、平成３０年度篠栗町水道事業会計予算を、人件費の補正により第３条

収益的収入及び支出において、支出に２４万円を追加し、収益的支出の総額を５億

８,０５６万９,０００円とし、不足財源につきましては、繰越利益剰余金等で補填

するものであります。 

  議案第２６号から議案第３１号までの６議案は、平成３１年度の各会計の当初予

算であります。 

  議案第２６号は、「平成３１年度篠栗町一般会計予算について」であります。 

  予算総額は、１０１億５,５２２万４,０００円で、前年度当初予算に対し７億８,

６１７万１,０００円、８.４％の増額となっております。 

  前年度予算との主な相違点のうち、増額の要因といたしましては、津波黒地区法

面補強工事の実施、障がい者福祉及び児童福祉のサービスに係る経費、荒廃森林整

備事業の実施などであります。 

  減額の要因といたしましては、須恵町外二ヶ町清掃施設組合負担金の減額などで

あります。 

  なお、平成３１年度の予算編成につきましては、前年度同様、第６次総合計画

「ささぐり みんなの羅針盤」を踏まえ、限られた歳入財源を有効利用できる事業

を選定し、歳出削減に努めております。 

  それでは、歳入歳出の主なものをご説明いたします。 

  歳入の主なものにつきましては、まず町税は、収納対策の強化及び近年の経済状

況に基づき、対前年度比３,１６９万５,０００円増の３１億２,４４０万９,０００

円を計上するものであります。 
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  次に、地方交付税は、普通交付税におきまして、対前年度比５,６３９万８,００

０円減の１７億２４１万３,０００円を計上するものであります。 

  次に、幼児教育及び保育等の無償化に伴う保育所等の保護者負担金や幼稚園使用

料の減額などにより、分担金及び負担金は、対前年度比２,６９８万円４,０００円

減の１億５,０４１万７,０００円、使用料及び手数料は、対前年度比９７４万７,

０００円減の１億２,６８５万円を計上するものであります。 

  次に、国庫支出金は、篠栗駅東側自由通路の整備に伴う社会資本整備総合交付金

の減額などにより、対前年度比３,７６３万８,０００円減の１１億７,１２４万５,

０００円を計上するものであります。 

  次に、県支出金は、荒廃森林再生事業交付金の増額になどにより、対前年度比１

億２,２０７万１,０００円増の８億５,０９３万１,０００円を計上するものであり

ます。 

  次に、繰入金は、基金の繰入れを行うもので、前年度同額の９億円を計上するも

のであります。 

  次に、諸収入は受託事業収入の減額などにより、対前年度比２,０２４万４,００

０円の減額で１億７,３１１万９,０００円を計上するものであります。 

  次に、町債は、自然災害防止事業債の増額などにより、対前年度比７億４,０３

４万７,０００円増の１１億８,２５９万円を計上するものであります。 

  最後に、環境性能割交付金は、消費税率引上げによる消費の反動減対策として行

うこととされた「自動車税及び軽自動車税環境性能割の臨時的軽減」による減収を

補填するための交付金で４２０万円を計上するものであります。 

  続きまして、歳出の主なものといたしましては、まず総務費におきまして、行政

事務包括委託２億１,０００万円、既設跨線橋撤去工事委託４,９８０万１,０００

円、津波黒地区法面補強工事７億１,５２７万１,０００円、住居表示実施に係るシ

ステム対応業務委託１,３８６万円など、前年度比５億９,２９１万５,０００円増

の２１億１,８４３万円を計上するものであります。 

  次に、民生費におきましては、自立支援サービス給付５億５,３４９万４,０００

円、県介護保険広域連合費３億２３５万円、後期高齢者医療療養給付費負担金３億

１,１６５万５,０００円、児童運営費委託料８億６,８１６万７,０００円、子ども

医療費１億５０３万５,０００円など、前年度比２億２,０２８万１,０００円増の

３５億４７４万２,０００円を計上するものであります。 

  次に、衛生費におきましては、予防事業委託料１億１３７万８,０００円、総合
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保健福祉センター指定管理料１億１,１２２万１,０００円、須恵町外二ヶ町清掃施

設組合負担金２億７,５５９万４,０００円など、前年度比１億５,７７７万９,００

０円減の９億８,８４２万５,０００円を計上するものであります。 

  次に、農業水産業費におきましては、荒廃森林整備事業３,９１２万円など、前

年度比９,９８８万２,０００円増の２億２,１５３万３,０００円を計上するもので

あります。 

  次に、土木費におきましては、道路橋梁維持補修工事等１億１,８２０万６,００

０円など、前年度比８４８万７,０００円増の２億８,４５１万２,０００円を計上

するものであります。 

  次に、消防費におきましては、粕屋南部消防本部組合分担金３億３,５１０万５,

０００円など、前年度比２,９７０万５,０００円増の４億５,２６５万５,０００円

を計上するものであります。 

  次に、教育費におきましては、北勢門小学校トイレ洋式化工事６４３万７,００

０円、総合センター冷温水発生器更新工事等６,７２５万９,０００円など、前年度

比６９万４,０００円減の９億２,５２４万円を計上するものであります。 

  次に、公債費におきましては、起債元金及び利子償還費用として、前年度比１,

０５６万６,０００円増の７億９,４４４万１,０００を計上するものであります。 

  最後に、諸支出金におきましては、特別会計等への繰出金６億１,９７７万３,０

００円など、前年度比１,０７０万２,０００円減の６億４,２８１万５,０００円を

計上するものであります。 

  また、地方債につきましては、臨時財政対策債のほか４つの事業債を総額１１億

８,２５９万円計上するものであります。 

  議案第２７号は、「平成３１年度篠栗町国民健康保険特別会計予算について」で

あります。 

  予算総額は２９億４,９２５万円で、前年度当初予算額に対し約１.４％減となっ

ております。 

  歳入の主なものといたしましては、国民健康保険税５億８３０万６,０００円、

県支出金２１億７,４７４万６,０００円を計上いたしております。 

  歳出の主なものといたしましては、保険給付費２１億２,８５４万７,０００円、

国民健康保険事業費納付金７億３,９５０万２,０００円を計上いたしております。 

  議案第２８号は、「平成３１年度篠栗町後期高齢者医療特別会計予算について」

であります。 
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  予算総額は４億２,８５１万３,０００円で、前年度当初予算額に対し約２％の増

となっております。 

  歳入の主なものといたしまして、後期高齢者医療保険料３億２,２６１万７,００

０円、一般会計繰入金１億５８８万８,０００円を計上いたしております。 

  歳出の主なものといたしまして、後期高齢者医療広域連合納付金４億７５９万７,

０００円を計上いたしております。 

  議案第２９号は、「平成３１年度篠栗町篠栗北地区産業団地整備事業特別会計予

算について」であります。 

  予算総額は、６億５,９８９万６,０００円であります。 

  主な予算概要は、篠栗北地区産業団地造成における逆Ｔ擁壁築造工事、１号調整

池築造工事、２号調整池築造工事、残土処分場整備工事、通信基盤地中化構築工事

を計上しております。 

  また、造成工事積算（変更設計分）、現場技術業務や登記業務に関する予算を計

上しております。 

  歳入の主なものといたしまして、不動産売払収入５億７,２８６万円、繰越金８,

７０３万６,０００円を計上いたしております。 

  歳出の主なものといたしまして、篠栗北地区産業団地開発事業費といたしまして、

施設整備工事５億９,０３４万４,０００円を計上いたしております。 

  議案第３０号は、「平成３１年度篠栗町流域関連公共下水道事業会計予算につい

て」であります。 

  予算総額は、対前年度比では、収益的収入８％増、支出１１.６％増となり、資

本的収入３２.５％減、支出２２.９％減であります。 

  収益的収入及び支出において、収益的収入８億９,７１０万５,０００円、同支出

８億７,３９７万円で２,３１３万５,０００円の黒字予算となっております。 

  収入の主なものといたしまして、下水道使用料４億７,５１８万８,０００円、他

会計負担金１億３,７５０万円を計上いたしております。 

  支出の主なものといたしまして、流域下水道維持管理負担金２億６,５６０万円、

支払利息１億１,１３２万９,０００円を計上いたしております。 

  資本的収入及び支出においては、資本的収入４億２４０万１,０００円、同支出

５億７,１９８万８,０００円で１億６,９５８万７,０００円の赤字予算となってお

りますが、不足する額は損益勘定留保資金等で補填する予定であります。 

  収入の主なものといたしまして、企業債２億８,５８０万円、他会計負担金１億
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１,６５０万円を計上いたしております。 

  支出の主なものといたしましては、建設改良費７,００８万７,０００円、流域下

水道建設負担金３,９９０万６,０００円、企業債償還金４億６,１９７万３,０００

円を計上いたしております。 

  議案第３１号は、「平成３１年度篠栗町水道事業会計予算について」であります。 

  予算総額は、対前年度比では、収益的収入１３.４％増、支出９.７％減となり、

資本的収入２６.６％減、支出１１.３％減であります。 

  収益的収入及び支出については、収益的収入５億２,５３１万１,０００円、同支

出５億２,４８７万７,０００円で４３万４,０００円の黒字予算となっております。 

  収入の主なものといたしましては、水道使用料４億９,５７２万円を計上いたし

ております。 

  支出の主なものといたしましては、福岡地区水道企業団受水費１億９,５９６万

１,０００円、支払利息２,１３４万４,０００円を計上いたしております。 

  資本的収入及び支出においては、資本的収入８,０１０万１,０００円、同支出１

億９,５３１万４,０００円で１億１,５２１万３,０００円の赤字予算となっており

ますが、不足する額は損益勘定留保資金等で補填する予定であります。 

  収入の主なものといたしましては、企業債８,０１０万円を計上いたしておりま

す。 

  支出の主なものといたしましては、建設改良費９,２２７万円、企業債償還金１

億３０４万４,０００円を計上いたしております。 

  以上が、本定例会に提案いたしました議案の提案理由でございます。 

  慎重審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの提案理由の説明に対し、大綱質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  はい、荒牧議員。 

○議員（荒牧 泰範） ２点ほどちょっと教えてください。 

  まず１点目は、議案ではございませんが、施政方針演説の中で、クリーンパーク

の職員を増やすということがあったんですが、それ私どもの一般事務が及ぶとこじ

ゃない、そのあたり出向する用意があるという意味なのかどうなのか、そこちょっ

と教えていただくと助かるんですが。 

○議長（阿部 寛治） 答えますか。 

  はい、どうぞ町長。 
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○町長（三浦 正） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  クリーンパークの定例会の中で議決しておりますので、議会の中での全協の中で

ご説明はあろうかと思いますが、私どもの職員を１人派遣し、それを５町で負担し

て、人件費をカバーするという形での調査、それから、計画等の素案づくりに入る

ということでございます。 

○議長（阿部 寛治） はい、どうぞ。 

○議員（荒牧 泰範） 次に、議案第１２号ですが、北筑昇華苑の説明の中で、「北

筑昇華苑の条例の改正に伴い」という表現でしたが、その何というんでしょう、人

事院勧告みたいに上意下達なのか、それとも構成団体である篠栗町の議会の議決を

求められた上で、どちらのニュアンスが強いのかちょっと教えていただけますか。 

○議長（阿部 寛治） はい、町長。 

○町長（三浦 正） 本件につきましても、北筑昇華苑議会が開催されておりますの

で、議員のご報告にあることと思いますが、それぞれの構成における費用を統一す

る必要があるということで、それぞれ全部の構成町で、市町で、この議案を上げて

いるものでございます。 

○議長（阿部 寛治） この大綱質疑に対してはですね、「教えてください」という

ことだったから、聞かないと分かりませんので言いましたけど、提出議案に対して

のみですからお願いします。 

  ほかにないですか。 

  質疑を終わります。 

  日程第４、「議案の委員会付託について」を議題といたします。 

  議案第８号から議案第３１号までの２４議案を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議案のうち、議案第８号と議案第９号は人事案件

ですので、委員会の付託を省略し、本日の日程といたします。 

  これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 ○議長（阿部 寛治） 異議なしと認めます。 

  よって、そのように決定いたします。 

  次に、議案第１０号から議案第２０号までの１１議案につきましては、議案付託

表のとおり、総務建設、文教厚生、それぞれ所管の常任委員会に付託したいと思い

ます。 
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  これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 ○議長（阿部 寛治） 異議なしと認めます。 

  よって、そのように付託することに決定いたしました。 

  次に、議案第２１号から議案第３１号までの予算関連１１議案につきましては、

「議長を除く９名で構成する予算特別委員会」を設置し、これに対し付託したいと

思います。 

  これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 ○議長（阿部 寛治） 異議なしと認め、よって、そのように付託することに決定

いたしました。 

  なお、予算特別委員会の正副委員長については、申し合わせにより、委員長は、

６番 今長谷 武和 議員、副委員長は、５番 村瀨 敬太郎 議員です。 

  予算審査については、補正予算の審査に引き続き当初予算の審査に入ります。 

  日程第５、議案第８号「篠栗町教育委員会委員の任命について」を議題といたし

ます。 

  議案の説明を野寄学校教育課長に求めます。 

○学校教育課長（野寄 勇） 議案の説明をいたします。 

  議案第８号「篠栗町教育委員会委員の任命について」 

  次の者を篠栗町教育委員会委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定により、議会の同

意を求める。 

  住所：糟屋郡篠栗町大字高田６２１番地１ 

氏名：田熊 裕子 

生年月日：昭和２９年１１月４日 

  平成３１年３月４日提出、篠栗町長 三浦 正 

  （提案理由） 

教育委員 太郎良 順一 氏が平成３１年３月３１日をもって辞職するため。 

  なお、次ページに履歴書を掲載しております。 

  また、任期は前任者の残任期間２０２１年１２月１５日まででございます。 

  以上です。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの学校教育課長の説明に対し質疑を行います。 
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  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  お諮りします。 

  本案は人事案件でございますので、討論を省略したいと思います。 

  これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 ○議長（阿部 寛治）異議なしと認め、討論を省略し、これより採決を行います。 

  本案に賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

 よって、議案第８号は、原案のとおり同意することに決定いたしました。 

  日程第６、議案第９号「篠栗町教育委員会教育長の任命について」を議題といた

します。 

  議案の説明を野寄学校教育課長に求めます。 

○学校教育課長（野寄 勇） 議案の説明をいたします。 

  議案第９号「篠栗町教育委員会教育長の任命について」 

  次の者を篠栗町教育委員会教育長に任命したいので、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第１項の規定により、議会の

同意を求める。 

  住所：糟屋郡篠栗町大字篠栗４９０３番地５ 

氏名：太郎良 順一 

生年月日：昭和３０年１１月３日 

  平成３１年３月４日提出、篠栗町長 三浦 正 

  （提案理由） 

  教育長 西 邦彰 氏が平成３１年３月３１日をもって辞職するため。 

  なお、次ページに履歴書を掲載しております。 

  また、任期は前任者の残任期間２０２１年１１月１日まででございます。 

  以上です。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの学校教育課長の説明に対し質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  お諮りします。 
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  本案も人事案件でございますので、討論は省略したいと思います。 

  これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 ○議長（阿部 寛治） 異議なしと認め、討論を省略し、これより採決に入ります。 

  本案に賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

  ○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第９号は、原案のとおり同意することに決定いたしました。 

  以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

  これをもちまして散会といたします。 

散会 午前１１時０５分 


